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お 

知 

ら 

せ

農
業
振
興
地
域
の
除
外
・
編
入
の

申
請
に
つ
い
て

申
請
先
・
問
合
せ  

水
戸
県
税
事
務
所

　

☎
０
２
９－

２
２
１－

４
８
０
０

　

 

（
法
人
事
業
税
・
個
人
事
業
税
）

　

☎
０
２
９－

２
２
１－

４
８
２
０

　

 　
　
　
　
　

（
不
動
産
取
得
税
）

知
っ
て
い
ま
す
か
？
建
退
共
制
度

町
戦
没
者
追
悼
式
を
執
り
行
い
ま
す

元
気
い
ば
ら
き
就
職
面
接
会
が

開
催
さ
れ
ま
す

茨
城
県
道
路
公
社
が
運
営
す
る

有
料
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

事
業
用
施
設
等
の
新
設
・
増
設
に

県
税
の
特
別
措
置
が
適
用
さ
れ
ま
す

問
合
せ　

福
祉
こ
ど
も
課

  

☎
０
２
９－

３
５
３－

７
２
６
５（
直
通
）

申
請
先
・
問
合
せ　

農
業
政
策
課

　

☎
０
２
９－

２
８
８－

３
１
１
１

　
　
　
　
　
　

 　

（
内
線
６
１
４
）

問
合
せ　

建
退
共
茨
城
県
支
部

　

☎
０
２
９－

２
２
５－

０
０
９
５

問
合
せ　

茨
城
県
道
路
公
社

　

☎
０
２
９－
３
０
１－

１
１
３
１

問
合
せ  

い
ば
ら
き
就
職
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
２
９－

２
３
３－

１
５
７
６

　　

先
の
大
戦
に
お
け
る
戦
没
者
を
追
悼

し
、
恒
久
平
和
を
祈
念
す
る
た
め
、「
令

和
元
年
度
城
里
町
戦
没
者
追
悼
式
」
を

次
の
と
お
り
執
り
行
い
ま
す
。

日　

時　

10
月
24
日（
木
）

　

午
前
10
時
か
ら

場　

所　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
城
里

　

ホ
ー
ル

対
象
者　

戦
没
者
並
び
に
戦
災
等
に
よ

　

る
死
没
者
の
遺
族

　

県
で
は
、
事
業
用
施
設
等
を
新
設
・

増
設
す
る
企
業
や
個
人
が
利
用
で
き
る

「
県
税
の
特
別
措
置
」を
設
け
て
い
ま
す
。

　

県
税
の
特
別
措
置
の
適
用
を
受
け
る

た
め
に
は
、
各
種
の
要
件
が
あ
り
、
期

限
ま
で
に
手
続
き
が
必
要
で
す
。
必
要

書
類
等
の
詳
細
は
、
県
税
事
務
所
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
税
目　

法
人
事
業
税
、
個
人
事
業

　

税
、
不
動
産
取
得
税
、
県
が
課
税
す

　

る
固
定
資
産
税

　

令
和
元
年
度
第
２
回
農
業
振
興
地
域

整
備
促
進
協
議
会
に
お
い
て
、
審
議
さ

れ
る
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
変
更

（
農
用
地
域
の
除
外
・
編
入
）の
申
請
を

次
の
期
間
に
受
け
付
け
ま
す
。

申
請
受
付
期
間

　

11
月
１
日（
金
）〜
21
日（
木
）

※

土
曜
・
日
曜
・
祝
日
を
除
く

　

建
退
共
制
度
と
は
、
中
小
企
業
退
職

金
共
済
法
に
基
づ
き
、
建
設
現
場
労
働

者
の
福
祉
の
増
進
と
建
設
業
を
営
む
中

小
企
業
の
振
興
を
目
的
と
し
て
設
立
さ

れ
た
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
で
す
。

　

事
業
主
の
方
々
が
、
労
働
者
の
働
い

た
日
数
に
応
じ
て
掛
金
と
な
る
共
済
証

紙（
日
額
３
１
０
円
）を
共
済
手
帳
に
貼

り
、
そ
の
労
働
者
が
建
設
業
界
で
働
く

こ
と
を
や
め
た
と
き
に
、
建
退
共
が
退

職
金
を
支
払
う
、
建
設
業
界
全
体
の
退

職
金
制
度
で
す
。

　

詳
細
は
、「
建
退
共
」ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
問
合
せ
先
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

概
ね
45
歳
以
上
の
求
職
中
の
方
を
対

象
に
、
合
同
就
職
説
明
会
が
開
催
さ
れ

ま
す
。
参
加
費
無
料
、
事
前
申
し
込
み

不
要
で
す
。

日　

時　

10
月
31
日（
木
）

　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

　

（
受
付
／
午
後
１
時
か
ら
）

会　

場　

水
戸
合
同
庁
舎 

２
階 

大
会

　

議
室（
水
戸
市
柵
町
１－

３－

１
）

※

ご
来
場
の
際
は
、
公
共
交
通
機
関
を

　

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

対　

象　

概
ね
45
歳
以
上
の
求
職
者

参
加
事
業
所　

約
15
社

　

県
道
路
公
社
で
は
、
便
利
な
有
料
駐

車
場
を
運
営
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

○
水
戸
北
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
駐
車
場

　

高
速
バ
ス
乗
り
場
に
併
設
し
、
東
京

方
面
へ
の
バ
ス
利
用
に
便
利
で
す
。

　

利
用
料　

１
回
５
０
０
円

○
友
部
駅
北
口
駐
車
場　

　

友
部
駅
か
ら
徒
歩
３
分
で
、
Ｊ
Ｒ
常

磐
線
利
用
に
便
利
で
す
。

　
利
用
料　

１
日
５
０
０
円
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問
合
せ　

税
務
課

　

☎
０
２
９－

２
８
８－

３
１
１
１

　
　
　
　
　
　

 　

（
内
線
１
２
６
）

問
合
せ

　

茨
城
労
働
局 

雇
用
環
境
・
均
等
室

　

☎
０
２
９－

２
７
７－

８
２
９
４

く
ら
し
の
困
り
ご
と
相
談
会

ス
マ
ホ
ア
プ
リ
に
よ
る
町
税
の

納
付
方
法
が
変
更
に
な
り
ま
す

年
次
有
給
休
暇
を

計
画
的
に
取
得
し
ま
し
ょ
う

司
法
書
士
等
に
よ
る

成
年
後
見
無
料
相
談
会

申
込
先
・
問
合
せ

　
（
公
社
）成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
・
リ

　

ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
茨
城
支
部

　

☎
０
２
９－

３
０
２－

３
１
６
６

問
合
せ   

総
務
省
行
政
相
談
セ
ン
タ
ー

　

き
く
み
み
茨
城

　

☎
０
２
９－

２
５
３－

１
１
０
０

　

☎
０
５
７
０－

０
９
０－

１
１
０

相
　
　
談

御前山ダム一般開放のご案内
　御前山ダムの管理所敷地及びダム堤体上部敷地
が、一般に開放されます。
　また、希望者は監査廊を見学することができま
す。滑りにくい靴を履いてご参加ください。
日　時　10月25日（金）～27日（日）
　　　　各日、午前９時～午後４時　※荒天中止
　　　　（監査廊の見学は、午後１時30分集合）
場　所　御前山ダム管理所
　　　　（常陸大宮市下伊勢畑2216－2）
問合せ　関東農政局 那珂川沿岸農業水利事業所
　　　　☎029－227－7571

御前山ダム一般開放のご案内

■事業者対象の消費税軽減税率制度説明会
開催日　10月29日（火）、11月14日（木）、
　　　　12月６日（金）
開催時間　①午前９時30分から ②午前11時から
　　　　　③午後１時30分から ④午後３時から
場　所　水戸税務署　第二会議室
　　　　（水戸市北見町1－17）
※ご来場の際は、公共交通機関をご利用くだい。
問合せ　水戸税務署　法人課税第１部門
　　　　☎029－231－4203（ダイヤルイン）　

■源泉徴収義務者に対する年末調整説明会
日　時　11月20日（水）
　　　　午前９時45分～午後０時15分
※年末調整説明会終了後、消費税軽減税率制度等
　の説明会を開催します。
場　所　ザ・ヒロサワ・シティ会館
　　　　（茨城県立県民文化センター）
　　　　小ホール（水戸市千波町東久保697）
問合せ　水戸税務署　法人課税第２部門
　　　　☎029－231－4211

水戸税務署からのお知らせ水戸税務署からのお知らせ

　

ヤ
フ
ー（
株
）とP

ay
P
ay

（
株
）の
収
納

事
業
統
合
に
と
も
な
い
、
９
月
30
日
か

ら
ヤ
フ
ー
ア
プ
リ
に
よ
る
納
付
方
法
が

ペ
イ
ペ
イ
ア
プ
リ
に
変
更
に
な
り
ま
し

た
。

　

使
用
方
法
等
の
詳
細
は
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

茨
城
労
働
局
で
は
、
年
次
有
給
休
暇

の
取
得
促
進
の
た
め
、10
月
を「
年
次
有

給
休
暇
取
得
促
進
期
間
」
と
し
、「
仕
事

休
も
っ
化
計
画
」を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

土
曜
・
日
曜
・
祝
日
に
プ
ラ
ス
ワ
ン

休
暇
を
取
得
し
て
、
連
続
休
暇
に
し
て

み
ま
せ
ん
か
？

　

司
法
書
士
・
社
会
福
祉
士
・
税
理
士

が
、
成
年
後
見
に
関
す
る
無
料
相
談
会

を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

日
　
時　

10
月
26
日（
土
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

場
　
所　

茨
城
司
法
書
士
会
館

　

（
水
戸
市
五
軒
町
１－

３－

16
）

相
談
内
容　

成
年
後
見
、
遺
言
、
相
続

申
込
方
法　

開
催
日
の
前
日
ま
で
に
、

　

電
話
に
て
申
込
先
へ
お
申
し
込
み
く

　

だ
さ
い
。

　

関
係
機
関
が
一
堂
に
会
し
、
行
政
に

関
す
る
苦
情
や
ご
意
見
・
ご
要
望
等
を

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
お
受
け
し
ま
す
。

　

相
談
料
無
料
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

日
　
時　

11
月
25
日（
月
）

　

午
前
10
時
30
分
〜
午
後
３
時

場
　
所　

ザ
・
ヒ
ロ
サ
ワ
・
シ
テ
ィ
会
館

　

（
茨
城
県
立
県
民
文
化
セ
ン
タ
ー
） 　

　

（
水
戸
市
千
波
町
東
久
保
６
９
７
）

相
談
受
付
機
関　

水
戸
地
方
法
務
局
、

　

水
戸
財
務
事
務
所
、
茨
城
労
働
局
、

　

茨
城
運
輸
支
局
、
水
戸
北
年
金
事
務

　

所
、
茨
城
県
、
茨
城
県
警
察
本
部
、

　

茨
城
県
弁
護
士
会
、
茨
城
司
法
書
士

　

会
、
行
政
相
談
委
員
な
ど
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シルバークラフト教室 展示作品を募集します

未婚の児童扶養手当受給者の皆さん
給付金の申請はお済みですか？ 学校公開のお知らせ学校公開のお知らせ

シルバークラフト教室
　高齢者を対象としたクラフト教室を開催します。
　指先でクラフトテープを編んで小物入れを制作
します。認知症予防やリハビリになりますので、
お気軽にご参加ください。　
日　時　11月13日（水）　午後２時～４時
場　所　岩船地区分館 和室
講　師　海老原  初美　先生
対象者　町内在住または通勤している60歳以上の方
定　員　先着15名
受講料　400円（材料費） ※当日、徴収します。
申込方法　岩船地区分館に電話または直接来館し
　て、お申し込みください。
申込期間　10月25日（金）～11月１日（金）
申込先・問合せ
　岩船地区分館
　☎029－289－4535
※受付時間／
　水曜・金曜・日曜日、
　午前９時～午後５時

◆岩船地区分館１日講座◆

展示作品を募集します
　令和元年度「公民館美術展」を次のとおり、各
公民館で開催します。
　また、展示作品を各公民館で募集しますので、
ご応募ください。各公民館の窓口に設置されて
いる応募用紙に必要事項を記入し、各公民館に
お申し込みください。
　たくさんのご応募をお待ちしています。

■七会町民センター（☎０２９６－８８－３１１１）
　会　　期　11月２日（土）・３日（日・祝）
　募集期間　10月15日（火）～24日（木）　
■常北公民館（☎０２９－２８８－５５７５）
　会　　期　11月９日（土）・10日（日）
　募集期間　10月16日（水）～31日（木）　
■桂公民館（☎０２９－２８９－２２２０）
　会　　期　11月16日（土）・17日（日）
　募集期間　10月16日（水）～31日（木）
※岩船地区分館（開館日：水曜・金曜・日曜日）で
　も受け付けます。

　令和元年10月からの消費税税率引き上げに伴
い、子どもの貧困対策として、未婚の児童扶養
手当受給者に臨時・特別給付金を支給します。
　対象と思われる方で、まだ申請がお済みでな
い方は、福祉こども課まで申請してください。
■支給対象者
　次の①～③の要件をすべて満たす方
　①令和元年11月分の児童扶養手当の支給を受
　　ける父又は母
　②令和元年10月31日において、これまでに婚
　　姻をしたことがない方
　③令和元年10月31日において、事実婚をして
　　いない方、または事実婚の相手方の生死が
　　明らかでない方　
■支給額　17,500円　
■申請方法
　対象と思われる方には、児童扶養手当現況届
提出の通知に申請書を同封しました。通知文に
記載してある必要書類等をご確認のうえ、福祉
こども課まで申請してください。　
■申請期限　12月２日（月）
※受付時間／平日、午前８時30分～午後５時15分

問合せ　福祉こども課
　　　　☎029－353－7265（直通）

未婚の児童扶養手当受給者の皆さん
給付金の申請はお済みですか？

　教育活動や障害教育への理解を深めていただ
くために、次のとおり学校公開を開催します。

■茨城県立水戸聾学校
日　時　10月19日（土）午前９時30分～正午
　　　　11月７日（木）午前９時～午後０時50分
場　所　県立水戸聾学校（水戸市千波町2863－1）
内　容　授業公開、施設見学、補聴器及び難聴
　　　　疑似体験など
※申込方法等の詳細は、県立水戸聾学校ホーム
　ページ（http://www.mito-sd.ibk.ed.jp）をご
　覧ください。
問合せ　県立水戸聾学校　☎029－241－1018

■茨城県立盲学校
日　時　11月23日（土・祝）
　　　　午前９時30分～午後３時45分
場　所　県立盲学校（水戸市袴塚1－3－1）
内　容　授業公開、施設見学、あん摩・指圧施
　　　　術体験、視覚障害者スポーツ体験など
※申込方法等の詳細は、県立盲学校ホームペー
　ジ（http://www.ibaraki-sb.ibk.ed.jp）をご覧
　ください。
問合せ　県立盲学校　☎029－221－3388

学校公開のお知らせ
茨城県立水戸聾学校・茨城県立盲学校
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